
 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

 

病 院 局 

令和８年３月５日・６日 

 

 

■ 条例案 ２件 

 

 第 43 号議案 島根県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

                      ・・・１ 

 

 第 44 号議案 島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部 

を改正する条例                   ・・・２ 

 

 

■ 一般事件案 １件 

 

 第 50 号議案 権利の放棄について（県立病院の診療費）       ・・・５ 

 

 

■ 予算案 ２件 

 

 第 17 号議案 令和８年度島根県病院事業会計予算          ・・・６ 

 

 第 66 号議案 令和７年度島根県病院事業会計補正予算（第４号）    ・・・12 

 

 

■ 報告事項 １件 

 

県立病院の診療費にかかる債権の放棄について            ・・・14 

 

                            

 

 



 

 

島根県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１．改正の理由 

県立こころの医療センター児童思春期部門の充実・強化に併せた標榜する

診療科目の整理 

県立こころの医療センターにおける児童思春期部門は、令和７年度に一般

社団法人子どものこころ専門医機構が定める研修施設群の基幹施設として県

内で初めて認定を受け、県内６医療機関の連携施設と一緒になって子どもの

こころ専門医を養成できる体制を整えた。 

この機会に合わせ、より専門性の高い診療を行うことを県民に知ってもら

うため、「児童・思春期精神科」を標榜することとした。 

また、神経内科については医師がいないため診療を行っていないが神経内

科を有する県立中央病院と連携し対応にあたっている。 

このため診療の実態と標榜する診療科の不一致を解消させるべく、この度

「神経内科」を削除することとした。 

 

２．改正内容 

診療科目から「神経内科」を削除し、「児童・思春期精神科」を追加する。 

改 正 後 改 正 前 

精神科、心療内科、 

児童・思春期精神科 

精神科、神経内科、心療内科 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 43 号議案】 
令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 ・ ６ 日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

病 院 局 県 立 病 院 課 
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【第 44 号議案】 

 
島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

１．概要 

県立病院の医療職人材の確保・定着のため、小学校低学年年代の子を養育する職員を対象とし

た子育て支援制度（休暇）を創設する。 

  無給休暇として措置するため、「島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例」に給与

減額の根拠規定を設ける必要があり、今般、当該条例の一部改正を行う。 

 

２．背景等 

現在の育児支援制度（部分休業、短時間勤務等）は、大半が未就学児を対象としたものであり、

子が小学校に進学すると制度が利用できなくなることにより正規職員（常勤）としての勤務の継

続が困難であるという声が多く上がっている。 

  病院局においては、現状でも多くの職員が短時間勤務（育児部分休業など）を利用して家庭と

仕事の両立を図っている状況があり、また、医療職はシフト勤務や夜間、休日の待機・呼出し等に

より一般事務職員に比べて勤務の負担が大きく、より手厚い支援が必要となる。 

   

３．新設制度の内容 

 病院経営への影響や制度を利用しない職員との均衡を考慮し、無給休暇とする。 

名 称 子育て部分休暇 

対象児童 小学校就学の始期から小学校３年生の年度末まで 

対象職員 病院局の正規職員（知事部局からの出向職員を除く。） 

      ※制度の基本的内容は、現行の育児部分休業を準用する。 

 

４．施行期日 令和８年４月１日 

 

【育児支援制度一覧】 

 

 

 

 

令和８年３月５日・６日 

環境厚生委員会資料 

病 院 局 県 立 病 院 課 

出産
時間外・休日・深夜勤務の免除
妊産婦の健康診査、保健指導休暇
産後休暇
男性育児休暇（有給：５日 １日又は１時間単位）
妻の出産休暇（有給：３日 １日又は１時間単位）
産後パパ育休（無給：産後８週まで、２回まで取得可）

育児休業（無給：３歳まで、２回まで取得可）
育児時間（有給：生後１年未満120分/日・３年未満60分/日）
部分休業（無給：①育児時間と併せて120分/日 30分単位 ②10日/年 １日又は１時間単位）

  子育て部分休暇
育児短時間勤務
深夜勤務の制限（午後10時から翌日の午前５時まで）
時間外勤務の免除
時間外勤務の制限（月に24時間以内、年に150時間以内）
乳幼児の予防接種・健康診査の介助（そのつど）
子の看護等休暇（有給：【１人】５日/年、【２人以上】10日/年）

小３まで 小６まで２週目まで ８週目まで １歳まで ３歳まで 小１まで

女性のみ

男性のみ

男女
共通

育児部分休業の利用者

が必要に応じて継続利

用する状況を想定
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島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例  

平成19年３月13日  

島根県条例第29号  

  

第１条～第23条 〔略〕 第１条 〔略〕 

  

 （給与の種類） 

第２条 病院局の企業職員（以下「病院局職員」とい

う。）で常時勤務を要するもの及び地方公務員法（昭

和25年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短時

間勤務の職を占めるもの（以下「職員」という。）の

給与の種類は、給料及び手当とする。 

２・３ 〔略〕 

  

 第３条～第22条 〔略〕 

  

 （特定職員についての適用除外） 

第23条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第６条から第９条まで及び第13条の規定は、地方公

務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110

号。以下「育児休業法」という。）第18条第１項の規

定により採用された職員には適用しない。 

  

（給与の減額） 

第24条 〔略〕 

 

 

 

 

２ 職員が介護休暇、介護時間、部分休業（当該職員が

その小学校就学の始期に達するまでの子（育児休業法

第２条第１項に規定する子をいう。以下この項におい

て同じ。）を養育するため１日の勤務時間の全部又は

一部（２時間を超えない範囲内又は１年につき管理者

が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。）を

勤務しないことをいう。）、修学部分休業（当該職員

が大学その他の管理者が定める教育施設における修学

（給与の減額） 

第24条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、

休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に

承認のあった場合を除くほか、その勤務しない１時間

につき、勤務１時間当たりの給与額を減額した給与を

支給する。 

２ 職員が介護休暇、介護時間、部分休業（当該職員が

その小学校就学の始期に達するまでの子（育児休業法

第２条第１項に規定する子をいう。        

    ）を養育するため１日の勤務時間の全部又は

一部（２時間を超えない範囲内又は１年につき管理者

が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。）を

勤務しないことをいう。）、修学部分休業（当該職員

が大学その他の管理者が定める教育施設における修学
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のため２年を超えない範囲内において管理者が定める

期間中１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）、高齢者部分休業 （当該職員が管理者が定め

る年齢に達した日以後の日で申請において示した日か

ら当該職員に係る定年退職日（職員の定年等に関する

条例（昭和59年島根県条例第５号）第２条に規定する

定年退職日をいう。）までの期間中、１週間の勤務時

間の一部について勤務しないことをいう。）又は子育

て部分休暇（管理者が定める職員がその小学校就学の

始期に達した後小学校第３学年を修了する日の属する

年度の末日までの間にある子を養育するため１日の勤

務時間の全部又は一部（２時間を超えない範囲内又は

１年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の

時間に限る。）について勤務しないことをいう。）の

承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかか

わらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当

たりの給与額を減額して給与を支給する。 

のため２年を超えない範囲内において管理者が定める

期間中１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）又は高齢者部分休業（当該職員が管理者が定め

る年齢に達した日以後の日で申請において示した日か

ら当該職員に係る定年退職日（職員の定年等に関する

条例（昭和59年島根県条例第５号）第２条に規定する

定年退職日をいう。）までの期間中、１週間の勤務時

間の一部について勤務しないことをいう。）    

                        

                        

                        

                        

                        

                       の

承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかか

わらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当

たりの給与額を減額して給与を支給する。 

  

第25条～第29条 〔略〕 第25条～第29条 〔略〕 

  

附 則 〔略〕 附 則 〔略〕 

  

 

4



【第 50 号議案】 

 

 

 

 

令和８年３月５日・６日 

環境 厚生委員会資 料 

病 院 局 県 立 病 院 課 

 

県立病院の診療費に係る債権の放棄について 

 

１．経緯 

   高見京一郎氏は、平成 31 年３月 23 日に急性心筋梗塞による心肺停止状態となり当

院に救急搬送・手術となり、その後７日間の入院による治療を経て、同年３月 29 日に

退院となった。 

高見氏は無保険であり、また資力上の問題から、入院費の支払いが行われなかった。 

 

２．債権額 

   1,645,000 円 

 

３．債務者 

  ⑴ 氏名：高見京一郎（故人） 

  ⑵ 住所：出雲市今市町 1635 番地 3 

  ⑶ 連帯保証人：なし 

 

４．権利放棄の理由 

   高見氏本人は令和 6 年 12 月 12 日に死亡した。調査の上、法定相続人である兄、姉

に連絡したところ、いずれも令和７年に相続放棄していることを確認した。 

   相続人を含めた債務者が存在しないため、権利放棄を実施する。 

 

５．放棄する権利の内容 

   平成 31 年３月 29 日に発生した診療費一部負担金１件 1,645,000 円の請求権 

5



 

令和８年度島根県病院事業会計予算概要 

 

１．中央病院 

（１）令和８年度当初予算の概要 

・ 収入の大部分を占める診療費は、令和８年度診療報酬改定の改定率や、過去の当院

での改定反映状況等を踏まえ、前年度予算から５％増と推計。 

・ 一方、給与費の増、物価高騰や民間企業の賃上げに伴う委託料の増などにより、支

出も増加と推計。 

・ これらのため、単年度資金収支（現金の動きにのみ着目した収支）が赤字となり現

金預金が枯渇することを防ぐため、病院事業債（経営改善推進事業）を活用し運転

資金を借り入れる。 

 
（２）単年度資金収支・現金預金残高の状況 
                               （単位：億円）     

中央病院 R6（決算） R7.2 補正 R8 当初 

 単年度資金収支（借入前） △18.8 △17.0 △11.2 

 病院事業債による借入額 － 15.0 15.0 

 単年度資金収支（借入後） △18.8 △2.0 3.8 

 現金預金残高 8.5 1.7 7.1 
  
 

（３）経営改善の取組など  

・ 毎年度策定している「経営改善実行プラン」を令和８年度も策定し、経営改善の

取組を進めていく。主な取組は次のとおり。 

「報酬単価の向上に向けた取組」：手術数の増加や二次検診数の増加対策など

「支出の見直し」：電気代の削減や将来のシステム更新の最適化の検討など 

「地域の医療機関との連携強化」：広報活動の推進や地域の医療機関への 

計画的な訪問など 

・ 政策医療などに係る一般会計負担金について、近年の人件費の上昇を適正に負担

金額に反映できるようにするなど変更。 

 

（４）主な機器更新など 

経営状況の厳しい中ではあるが、先送りが出来ない事業について厳選の上実施 

情報システム改良 … 院内の基幹システムの改修・更新等：12.46 億円 

大規模改修工事  … 開院後２５年以上が経過し劣化の激しい部分である 

調理室空調や外壁の改修等を順次実施：6.96 億円 

令和８年３月５日・６日 

環境厚生委員会資料 

病 院 局 県 立 病 院 課 

【第 17 号議案】 
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（５）予算総括表

１．中央病院 （単位：千円）

R８年度
当初

R７年度
当初

比　較

（収益的収入及び支出）

1 中央病院事業収益 23,178,876 22,122,887 1,055,989

2 医業収益 20,206,019 19,304,357 901,662

3 うち入院収益 13,950,300 13,286,147 664,153

4 うち外来収益 5,100,480 4,857,604 242,876

5 うち一般会計負担金 816,298 811,851 4,447

6 医業外収益 2,972,857 2,818,530 154,327

7 うち一般会計負担金 1,590,003 1,384,117 205,886

8 うち長期前受金戻入 923,307 930,297 ▲ 6,990

9 中央病院事業費用 23,931,847 22,684,689 1,247,158 うち病院局本局予算 186,374 千円

10 医業費用 23,207,836 21,935,837 1,271,999

11 うち給与費（除：退職給付費） 11,406,933 10,745,634 661,299

12 うち退職給付費 257,969 182,763 75,206

13 うち薬品費 3,150,158 2,971,908 178,250

14 うち診療材料費 2,370,689 2,128,550 242,139

15 うち経費 4,404,442 4,276,327 128,115

16 うち減価償却費 1,357,606 1,357,128 478

17 医業外費用 694,011 718,852 ▲ 24,841 併任医師給与分の減

18 特別損失 20,000 20,000 0

19 予備費 10,000 10,000 0

20 ▲ 752,971 ▲ 561,802 ▲ 191,169

21 企業債 1,500,000 500,000 1,000,000

（資本的収入及び支出）

22 中央病院資本的収入 4,336,122 4,416,408 ▲ 80,286

23 企業債 2,955,200 3,055,300 ▲ 100,100

24 一般会計負担金 1,380,369 1,360,555 19,814

25 他会計補助金 553 553 0

26 中央病院資本的支出 5,277,026 5,528,882 ▲ 251,856 建設改良（主なもの）

27 建設改良費 2,956,955 3,055,926 ▲ 98,971

28 企業債償還金 2,320,071 2,272,956 47,115

29 長期借入金償還金 0 200,000 ▲ 200,000

30 ▲ 940,904 ▲ 1,112,474 171,570

31 384,461 ▲ 566,279 950,740

資本的収支

単年度資金収支

令和８年度島根県病院事業会計予算

（当初予算）

科　　　目 概　　　要

損　　　益

こころの医療センターからの借入金の償還減

・情報システム改良 1,246百万円
・長寿命化工事（調理室空調、外壁など） 696百万円

元金償還金（元金均等償還分）の増
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（参考資料）

（中央病院） （単位：千円）

R８年度
当初

R７年度
当初

比　較 備　　　考

1 看護師確保養成事業経費 70,270 67,244 3,026

2 救急医療確保経費 595,000 599,103 ▲ 4,103 救急看護師給与実績の減ほか

3 保健衛生行政経費 151,028 145,504 5,524 医療相談員の増、委員会参加時間の増ほか

4 小計 816,298 811,851 4,447

5 816,298 811,851 4,447

6 高度な医療に要する経費 309,295 320,700 ▲ 11,405
高額医療機器の廃棄による減、手数料収入
の増による不採算の減ほか

7 特殊な医療に要する経費 545,507 353,664 191,843 人件費の増（ICU、NICUなど）

8 感染症医療に要する経費 29,627 27,514 2,113

9 医師等の研究研修に要する経費 45,145 44,910 235

10 小計 929,574 746,788 182,786

11 企業債利息 65,860 64,975 885 企業債利息の増（直近の借入企業債分）

12 315,763 281,097 34,666 負担率の増

13 72,483 94,816 ▲ 22,333 負担率の減

14 121,900 115,143 6,757

15 45,737 44,126 1,611

16 37,886 36,372 1,514

17 800 800 0 ふるさと島根寄附金充当事業採択額

18 1,590,003 1,384,117 205,886

19 2,406,301 2,195,968 210,333

20 企業債償還金 1,380,369 1,360,555 19,814 企業債償還の増（直近の借入企業債分）

21 1,380,369 1,360,555 19,814

22 3,786,670 3,556,523 230,147

一般会計負担金の内訳（令和８年度当初）

区　　　　　　　　　　分

収

益

的

収

入

医

業

収

益

一
号
経
費

計

医

業

外

収

益

二
号
経
費

基礎年金拠出金負担金

共済追加費用負担金

児童手当

院内保育所運営経費

医師確保対策経費

ふるさと島根基金(患者サービス向上に係る環
境整備)

計

収益的収入計　(ア)

資
本
的

収
入

資本的収入計　(イ)

総　　　　　計　(ア＋イ)
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２ こころの医療センター 

（１）令和８年度当初予算の概要 

・ 収入の大部分を占める診療費は、令和８年度診療報酬改定の改定率や、過去の当院

での改定反映状況等を踏まえ、前年度予算から５％程度増と推計。 

・ 一方、給与費の増、物価高騰や民間企業の賃上げに伴う委託料の増などにより、支

出も増加と推計。 

・ これらのため、単年度資金収支（現金の動きにのみ着目した収支）が赤字となり現

金預金が枯渇することを防ぐため、令和８年度から病院事業債（経営改善推進事

業）を活用し運転資金を借り入れる。 

 
（２）単年度資金収支・現金預金残高の状況 
                               （単位：億円）     

こころＣ R6（決算） R7.2 補正 R8 当初 

 単年度資金収支（借入前）   0.4 △2.1 △4.2 

 病院事業債による借入額 － －  5.0 

 単年度資金収支（借入後）   0.4 △2.1 0.8 

 現金預金残高 4.1 0.1 1.4 
  
 

（３）経営改善の取組など  

・ 毎年度策定している「経営改善実行プラン」を令和８年度も策定し、経営改善の

取組を進めていく。主な取組は次のとおり。 

ｱ 外来ファーストコール体制を強化し、緊急受診を柔軟に対応する。 

 ｲ 緊急患者の増加は入院患者の増加に繋がるため、断らない体制を作り、他の 

医療機関から紹介が得られることを目指す。 

ｳ  診療単価の分析等適切な検討を適時行い、新たな施設基準や加算の取得に取 

り組む。 

 

（４）主な事業 

・ 児童・思春期部門の充実・強化 

こころの医療センターの児童思春期部門は、令和７年度に一般社団法人子ども

のこころ専門医機構が定める研修施設群の基幹施設として県内で初めて認定を受

け、県内６医療機関の連携施設と一緒になって子どものこころ専門医を養成でき

る体制を整えた。 

これにより児童思春期部門の充実・強化につながる人材養成に取り組む。初年

度である令和８年度の研修生は数名程度の見込みであり、４月から開始予定。 

またこれに伴い、「児童・思春期精神科」を新たに標榜する。 

 県内６医療機関の連携施設 

     島根県立中央病院（小児科）  島根大学医学部附属病院（精神神経科・小児科） 

     出雲市民リハビリテーション病院（小児科） 西部島根医療福祉センター（小児科）      

     益田赤十字病院（小児科）         松ヶ丘病院（精神科） 
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（５）予算総括表

２．こころの医療センター （単位：千円）

R８年度
当初

R７年度
当初

比　較

（収益的収入及び支出）

1 こころの医療センター事業収益 2,860,777 2,783,517 77,260

2 医業収益 1,749,721 1,667,165 82,556

3 うち入院収益 1,468,141 1,407,148 60,993

4 うち外来収益 211,939 195,177 16,762

5 うち一般会計負担金 56,470 52,148 4,322

6 医業外収益 994,880 1,001,385 ▲ 6,505

7 うち一般会計負担金 783,558 788,630 ▲ 5,072

8 うち長期前受金戻入 130,426 134,196 ▲ 3,770

9 特別利益 116,176 114,967 1,209

10 こころの医療センター事業費用 3,171,174 3,084,182 86,992 うち病院局本局予算　9,760千円

11 医業費用 3,047,175 2,954,544 92,631

12 うち給与費（除：退職給付費） 1,976,701 1,905,740 70,961

13 うち退職給付費 58,250 58,538 ▲ 288

14 うち薬品費 105,706 111,165 ▲ 5,459

15 うち診療材料費 21,841 19,228 2,613

16 うち経費 681,353 663,577 17,776

17 うち減価償却費 156,702 163,591 ▲ 6,889

18 医業外費用 119,999 125,638 ▲ 5,639

19 特別損失 1,000 1,000 0

20 予備費 3,000 3,000 0

21 ▲ 310,397 ▲ 300,665 ▲ 9,732

22 企業債 500,000 0 500,000

（資本的収入及び支出）

23 257,169 482,029 ▲ 224,860

24 企業債 13,200 36,700 ▲ 23,500

25 一般会計負担金 243,969 244,950 ▲ 981

26 その他資本的収入 0 200,379 ▲ 200,379 中央病院からの貸付金返還終了等

27 282,868 316,366 ▲ 33,498 建設改良（主なもの）

28 うち建設改良費 15,906 40,816 ▲ 24,910

29 うち企業債償還金 266,962 275,550 ▲ 8,588

30 うち投資 0 0 0

31 ▲ 25,699 165,663 ▲ 191,362

32 78,004 ▲ 216,574 294,578単年度資金収支

損　　　益

こころの医療センター資本的収入

こころの医療センター資本的支出

資本的収支

・インターホン設備更新工事 　　6百万円
・ポータブル心電計（救急外来） 3百万円
事業の見直しに伴う減

令和８年度島根県病院事業会計予算

（当初予算）

科　　　目 概　　　要

職員数（人）

R８当初 R７当初 比較

医師 16 15 1

看護 131 131 0

医技 12 11 1

行政 23 23 0

会計 57 56 1
計 239 236 3

　※ 病院局本局職員は0名

R８当初 R７当初 比較

延べ患者数(人) 55,480 55,115 365

1日患者数(人/日） 152 151 1

診療単価(円) 26,463 26,064 399

延べ患者数(人) 26,028 25,168 860

1日患者数(人/日） 108 104 4

診療単価(円) 8,143 7,755 388

こころ

入
院

外
来
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（参考資料）

（こころの医療センター） （単位：千円）

R８年度
当初

R７年度
当初

比　較 備　　　考

1 看護師確保養成事業経費 27,508 23,027 4,481 看護実習経費の増（受入日数の増）

2 救急医療確保経費 0 0 0 該当なし

3 保健衛生行政経費 28,962 29,121 ▲ 159 代診医派遣の減

4 小計 56,470 52,148 4,322

5 56,470 52,148 4,322

6 特殊な医療に要する経費 625,184 627,200 ▲ 2,016
地財単価の減（=▲@9千円×224床）
（@2,791千円/床←@2,800千円/床)

7 医師等の研究研修に要する経費 6,875 6,754 121
研究研修旅費及び研究雑費における人件費
及び参加人数の増

8 小計 632,059 633,954 ▲ 1,895

9 57,708 61,994 ▲ 4,286
償還の進展に伴う企業債利息分の減（元利
均等償還分）

10 54,694 50,503 4,191 負担率の増

11 12,673 16,433 ▲ 3,760 負担率の減

12 24,518 23,424 1,094 対象者の増

13 1,906 2,322 ▲ 416
R6年度実績に基づく中央病院との按分負担
割合の減（4％←5％）

14 783,558 788,630 ▲ 5,072

15 840,028 840,778 ▲ 750

16 建設改良費 1,353 297 1,056 対象事業の増

17 企業債償還金 242,616 244,653 ▲ 2,037
償還の進展に伴う企業債元金分の増（元利
均等償還分）

18 243,969 244,950 ▲ 981

19 1,083,997 1,085,728 ▲ 1,731

一般会計負担金の内訳（令和８年度当初）

区　　　　　　　　　　分

収

益

的

収

入

医

業

収

益

一
号
経
費

計

医

業

外

収

益

二
号
経
費

企業債利息

基礎年金拠出金負担金

総　　　　　計　(ア＋イ)

共済追加費用負担金

児童手当

院内保育所運営経費

計

収益的収入計　(ア)

資
本
的

収
入

資本的収入計　(イ)
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【第66号議案】

１．中央病院 （単位：千円）

補正前 補正額 補正後

（収益的収入及び支出）

1 中央病院事業収益 22,161,880 ▲ 476,093 21,685,787

2 医業収益 19,304,357 ▲ 657,598 18,646,759

3 うち入院収益 13,286,147 ▲ 521,128 12,765,019

4 うち外来収益 4,857,604 ▲ 103,108 4,754,496

5 うち一般会計負担金 811,851 ▲ 49,152 762,699

6 医業外収益 2,857,523 181,505 3,039,028

7 うち国庫補助金 22,475 222,769 245,244 医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援金等

8 うち他会計補助金 36,861 109,002 145,863 物価高騰対策応援金、病床数適正化支援給付金等

9 うち一般会計負担金 1,423,110 61,515 1,484,625

10 うち長期前受金戻入 930,297 ▲ 85,354 844,943

11 うちその他 444,767 ▲ 126,842 317,925

12 特別利益 0 0 0

13 中央病院事業費用 23,172,523 96,042 23,268,565 うち病院局本局予算 261,459 千円

14 医業費用 22,423,671 279,626 22,703,297

15 うち給与費（除：退職給付費） 11,226,801 152,166 11,378,967

16 うち退職給付費 189,430 399,247 588,677 退職給付引当金繰入額の増

17 うち薬品費 2,971,908 ▲ 19,516 2,952,392 高額薬品の使用量の減ほか

18 うち診療材料費 2,128,550 203,850 2,332,400 手術用診療材料の増

19 うち経費 4,276,327 ▲ 202,892 4,073,435 光熱水費、委託料の減ほか

20 うち減価償却費 1,357,128 ▲ 165,520 1,191,608

21 医業外費用 718,852 ▲ 178,584 540,268 併任医師給与一般会計負担金の減ほか

22 特別損失 20,000 ▲ 5,000 15,000

23 予備費 10,000 0 10,000

24 ▲ 1,010,643 ▲ 572,135 ▲ 1,582,778

25 企業債 500,000 1,000,000 1,500,000 病院事業債（経営改善推進事業）

（資本的収入及び支出）

26 中央病院資本的収入 4,416,408 ▲ 456,179 3,960,229

27 企業債 3,055,300 ▲ 355,300 2,700,000

28 一般会計負担金 1,360,555 ▲ 104,280 1,256,275 Ｒ６年度企業債借入の減少に伴う償還金の減

29 国庫補助金 0 3,399 3,399 分娩取扱施設設備整備事業

30 他会計補助金 553 2 555

31 中央病院資本的支出 5,528,882 ▲ 560,416 4,968,466

32 建設改良費 3,055,926 ▲ 351,856 2,704,070

33 企業債償還金 2,272,956 ▲ 208,560 2,064,396 Ｒ６年度企業債借入の減少に伴う償還金の減

34 長期借入金償還金 200,000 0 200,000 こころの医療センターからの借入金の償還

35 ▲ 1,112,474 104,237 ▲ 1,008,237

36 ▲ 1,015,120 816,951 ▲ 198,169

令和７年度島根県病院事業会計補正予算（第４号）

時間外手当の増

損　　　益

資本的収支

Ｒ７年度企業債借入の減

長寿命化工事、省エネ・機能向上工事の執行減ほか

(２月補正予算）

単年度資金収支

科　　　目 概　　　要

医療政策課付け併任医師の一般会計負担分の減

令和８年３月５日・６日

環境厚生委員会資料

病院局県立病院課
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２．こころの医療センター （単位：千円）

補正前 補正額 補正後

（収益的収入及び支出）

1 こころの医療センター事業収益 2,781,742 ▲ 48,748 2,732,994

2 医業収益 1,667,165 ▲ 147,817 1,519,348

3 うち入院収益 1,407,148 ▲ 152,432 1,254,716

4 うち外来収益 195,177 1,244 196,421

5 うち一般会計負担金 52,148 3,366 55,514

6 医業外収益 999,610 97,965 1,097,575

7 うち国庫補助金 5,011 47,182 52,193

8 うち他会計補助金 211 14,133 14,344

9 うち一般会計負担金 786,855 ▲ 2,159 784,696

10 うち長期前受金戻入 134,196 105 134,301

11 特別利益 114,967 1,104 116,071

12 こころの医療センター事業費用 3,087,498 2,188 3,089,686 うち病院局本局予算 15,923千円

13 医業費用 2,957,860 ▲ 8,236 2,949,624

14 うち給与費（除：退職給付費） 1,907,084 ▲ 63,629 1,843,455 職員数の減

15 うち退職給付費 60,510 46,210 106,720 退職給付引当金繰入額の増

16 うち薬品費 111,165 ▲ 4,107 107,058 入院患者数の減に伴う使用量の減

17 うち診療材料費 19,228 4,107 23,335 購入単価の増

18 うち経費 663,577 1,220 664,797

19 163,591 447 164,038

20 医業外費用 125,638 13,424 139,062 退職給付費一般会計負担金の増ほか

21 特別損失 1,000 0 1,000

22 予備費 3,000 ▲ 3,000 0

23 ▲ 305,756 ▲ 50,936 ▲ 356,692

（資本的収入及び支出）

24 こころの医療センター資本的収入 482,029 ▲ 1,513 480,516

25 企業債 36,700 ▲ 200 36,500

26 一般会計負担金 244,950 ▲ 1,786 243,164 Ｒ６年度企業債借入の減少に伴う償還金の減

27 その他資本的収入 200,379 473 200,852

28 こころの医療センター資本的支出 316,366 ▲ 4,854 311,512

27 建設改良費 40,816 ▲ 1,447 39,369 執行額の減

29 企業債償還金 275,550 ▲ 3,407 272,143 Ｒ６年度企業債借入の減少に伴う償還金の減

30 165,663 3,341 169,004

31 ▲ 221,665 12,210 ▲ 209,455

うち減価償却費

損　　　益

資本的収支

単年度資金収支

令和７年度島根県病院事業会計補正予算（第４号）
(２月補正予算）

科　　　目 概　　　要

地財単価の減等（▲@9千円×224床、@2,791千円/床
←@2,800千円/床)

医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支
援金等

物価高騰対策応援金、生産性向上・職場環境整
備等支援事業費補助金

R７当初 R７見込 比較

延べ患者数(人) 55,115 53,127 ▲ 1,988

1日患者数(人/日） 151 146 ▲ 5

診療単価(円) 26,064 23,617 ▲ 2,447

延べ患者数(人) 25,168 25,689 521

1日患者数(人/日） 104 106 2

診療単価(円) 7,755 7,646 ▲ 109

（患者数・診療単価は、直近実績により推計）

こころ

入
院

外
来
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令和８年３月５日・６日 

環境 厚生委員会資 料 

病 院 局 県 立 病 院 課 

 

県立病院の診療費に係る債権の放棄について 

 

１．概要 

  県立中央病院の診療費に係る債権のうち、総額 3,587,520 円（34 人、71 件）の債権を

放棄することについて、地方自治法第 180 条の規定に基づき知事の専決処分（令和８年

１月９日付）を行ったので、議会へ報告する。 

 

２．債権放棄一覧 
 

項 目 人数 件数 金額（円） 

債務者が存在しないもの 4 6 101,476 

消滅時効期間経過かつ債務者行方不明で援用の

見込みがないもの 
20 50 1,867,617 

破産法の規定により債務者が免責となったもの 4 6 519,480 

債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、相

当の期間を経ても資力が回復しないもの 
2 2 662,687 

債権金額が少額（1,000 円/件未満）でその債権

の徴収に要する経費に満たないもの 
1 1 540 

弁済の見込みがないと認められる特段の事情が

あるもの 
3 6 435,720 

合 計 34 71 3,587,520 

 

14


